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去る ]]月 3日 、内閣府より令和6年秋の叙勲受章者が発表され、

がたが栄誉に浴されました。心よりお祝い申し上げます。

◎食品衛生功労関係

全国食協組織から次の方

(総務部 )

(以下順不同、敬称略)

疇 嚇 ‐

旭日小綬章 岩 井 美 晴 現・(一社)兵庫県食品衛生協会会長

旭目双光章 川■崎■昌■明 現||(|■社)1東京都食品衛生協会副会長

旭日双光章 佐 藤 卯兵衛 元・(公社)秋田県食品衛生協会副会長

旭日双光岸 永■友■忠■生 元■総 たDI奈良県食品衛生協会副会長

旭日双光章 員 弓 忠 治 現 (公社)長崎県食品衛生協会副会長
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1鷺鏡蒙舞:島

1月下旬～ 3月上旬

1320BIAl ll
3月 2]日 (金 )

“

■●1欧⇒■|■
6月 20日 (金 )

フ月12●(水

"■

■
7月 3日 (木 )

‐ ‐‐|●体 ,|||■
7月 3日 (木 )

7R10日(～■ ■|
7月 17日 (木 )

1明 |■0■ ■
8月下旬

1,I,デ||■|
10月 16日 (木 )

各委員会の開催

鉾 ..詢交青蜂||||■||||||||||■ ||
理事会 [予算](日食協、日食共組)

全国支部長会議

=1華
■ 導 lCB章協III■||||■■|||■

定時総会・通常総代会

近畿ブ■,ク大箸■■|■|■|■■|■■||
北海道・東北ブロック大会

東海北陸ブ■,|ク大会||||■ |||■|■|■|

九州ブロック大会

‐黄束雨 ‐・・
・ 'ク

大会|■|||||||■ |
中・四国ブロック大会

第|"口食品衛年懇塾 .||||||■■||■|
表彰中央審査会

彗    基 |■ ■ |||
食品衛生功労者・食品衛生優良施設等表彰式

【会場|→支車ビユ■月,テル】

【開催地■京都同 |

【開催地:岩手県】
【開催●||:■尉
【開催地:福岡市】
【開|=●|1茄

～
妻1

【開催地 :香川県】

【会場1残草公会単】
【会場 :明治座】

食肉製品及び添カロ物の製造業
※
において置かなければならない食品衛生管理者の登録講習会を下

記日程にて実施することとし、受講申込みを開始いたしました。 (※ 食品衛生法第48条第6項第4
号に該当)

本講習会はeラーニング及び集合形式を組み合わせた複合形式にて開催いたします。開催方法等

詳細につきましては、日食協ホームページにて掲載 しておりますので、実施要領をこ確認いただ

き、必要書類を揃えてお申し込みください (申込期限 :令汗回7年 1局 10日 (金)必着。ただし、定

員に達し次第、締め切らせていただきますので、予めこ了承ください)。

令和7年「食品衛生管理者の登録譲習会」開催のこ案内

httpsi//www∩―shok∪ eilp/neWS/2024/ko∪ syu∪_adminregist_「 7.html

(1)食肉製品製造業 (次の①と②の両方を受講ください.):定員 100名‐

① eラーニングにおける実施 (一般共通科目及び専門科目の一部)

日程 :令和7年2月 13日 (木)～ 6月 ]2日 (木 )

① 集合形式における実施 (一般共通科目の一部及び専門科目の実習)

※定員を1回50名 とし、2回に分けて実施

日程 :1)令和7年7月 1日 (火 )～ 7月 ]]日 (金)も しくは

2)令和7年7月 8日 (火)～ 7月 18日 (金 )

場所 :日本食品衛生協会食品衛生研究所 (東京都町田市)

(2)添加物製造業 (次の①と②の両方を受講ください。):定員 140名
① eラーニングにおける実施 (一般共通科目及び専門科目の―部)

日程 :令和7年3月 12日 (水)～ 7月 11日 (金 )

O集合形式における実施 (一般共通科目の一部及び専門科目の実習)

日程 :令和7年 8月 21日 (木)～ 8月 29日 (金 )

場所 :昭和大学旗の台キャンパス (東京都品川区)

283,800円 (税込み) (公益事業部)
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]1月 から翌年2月 までの4か月間は、「ノロウイルス食中毒予防強化期間」です。ノロウイルスは

少量の摂取でも感染を起こすため、ウイルスを「つけない」ことが予防対策のなかで重要となります。

ノロウイルス食中毒では食品取扱者の手を介した二次汚染が原因と考えられる事例が多くみられる

ことから、とくに、手洗いの重要性を改めて認識し、徹底することが大切です。

日常生活のなかで、手の役害」はきわめて大きく、きれいなものも汚いものも、なんでもさわるこ

とができます。また、私たちは日常的に手で頭をかいたり、無意識に顔をさわつたりといつた行動

をとります。このような身体の部分には、病原微生物がいる可能性があります。

また、食中毒を起こす病原微生物は、ヒトや家畜の腸管内で増殖することを最も好み、それらの

病原微生物は便といつしよに大量に排出されます。そのため、用便後や介助後の手洗いが不十分で

あれば、多くの病原微生物が付着し、 ドアノブ、蛇口、さらには食品へと手を介して汚染が拡大さ

れます。

このように手は、知らず知らずのうちに病原微生物の運び屋になつているのです。

食中毒を防止するために、とくに食品を取り扱

う方がたは手洗いを日常的に行う必要があります。

手洗いは決 して難しいものではありませんが、な

かには「面lElだ」「時間がない」と、手洗いの必要性

を正しく認識できていない人もいます。さらに、いつ、

どのタイミングでどのような方法 (手順)でといつた

「効果的な手洗い」の動機づけがされていないこと

も、手洗いが面倒と感じてしまう原因になります。

手洗いのタイミングとそれぞれの立場での手順

が、手洗い効果を得る大切なポイントです。

1鳳瑾:底な普1鬱漬産11羹「A紹

全国の支部・支所では、手洗い指導や手洗いの重要性について

啓発活動を行う「手洗いマイスター」を全国に約10,100名 委嘱

しています。平成26年度に発足した「手洗いマイスター制度」は、

食中毒の未然防止のために食品取扱者が実施する衛生的な手洗い

について、理論と技術を習得するための認定講習会を受講した食

品衛生指導員に対して称号を付与するものです。

支部・支所から派遣された手洗いマイスターが行う手洗い講習

会を修了した食品関係事業者等は「手洗い講習会受講済みシール」

を貼付していただけます。有料頒布ですが、「手洗いマイスター

助成制度」の対象になりますので、ぜひこ活用ください。

謳 訂:
(食品衛生推進部)
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今年度の「あんしんフー ド君」推進強化事業として、 1年間のうち、加入件数が集中してしヽる期間であ

る一方、「あんしんフー ド君」の加入害」合が他の期間と比較すると低迷している7月 ～9月 を『「あんしん

フー ド君」推進強化期間』として設定し「食品営業賠償共済」からの切り替えを重点的に取り組んでいた

だきました。このたび、9月末実績のとりまとめをいたしましたので、加入状況をこ報告いたします。

なお、令和5年度までは、6月 ～9月 計上分を推進強化期間としておりましたが、皆さまのこ尽力によ

り6月計上分の「あんしんフー ド君」加入率が50%を超えたため、令和6年度の推進強化期間は7月 ～9

月計上分 (6月 20日～9月 5日受付分)と しております。

■ 推進強化期間について

①l推進強化期間 7月 ～ 9月計上分 (6月 20日～ 9月 5日受付分 )

②l加入1促進費
A「あんしんフー ド君」新規加入件数×],000円

B 共済掛金増カロ金額×100/o

日 新規カロ入{牛数

推進強化期間における「あんしんフー

ド君」加入件数は43,756件 (前年対比

1,514件 増)と なり、新規加入件数は

5,237件 (前年対比283件増)となりま

した。令和5年度における同期間の「あ

んしんフー ド君」加入害」合は4650/0であ

り、250/0増力日いたしました。

日「あんしんフニド君」加入割合推移

続しヽて、過去5年度分の全体件数と「あんしんフード君」件数および過去3年間の月別「あんしんフード君」

加入害」合を下図①、下表①のとおり報告しヽたします。図①のとおり全体件数につきましては毎年減少傾向

にありますが、「あんしんフード君」件数につきましては毎年増カロしております。令和5年度につきまして

は「あんしんフード君」のカロ入害」合が

約310/0増力日し、520%となり、初

めて500/oを 超えました。また、表

①のとおり、各月の「あんしんフー

ド君」力日入害」合を比較すると、各月

とも前年に上ヒベ約30/0増加しており、

500/0に 満たない月|よ8月のみとなり

ました。皆さまのこ協力のおかげで

「あんしんフード君」の力日入は着実に

増えてきております。引き続き本紙

に掲載しております事故事例等をこ

利用いただき、「あんしんフー ド君」

の有用性をアピールし、切り替えの

推進をお願い申し上げます。

表①「あんじんフード君」月別加入割合

図①「あんじんフード君」加入件数推移

1項■目 7月‐
～

19月

全体加入件数 89,358イ牛

「あんしんフード君」力日入件数 43,756イ牛

「あんしんフード君」新規力日入件数 5.237件

「あんしんフード君」カロ入害」合 490%
※「あんしんフード君」件数には「スーパーあんしんフード君J件数を含みます。

300000

250000

200000

150000

100000

50000- ――

※「あんしんフード君J件数には「スーパー
あんじんフード君」件数を含みます。

■ あんしんフー ド君

(%)

推進強化期間| そ■の 1他‐■の■期■間

7月 8月 9月 4月 5月 6月 10月 ]]月 ]2月 1月 2月 3月

令和4年度 453 405 46] 528 5]8 507 482 489 5]9 532 573 539
1令不15罐 489 430 480 554 533 526 520 532 545 562 592 576

令和6年度 5]] 46] 500 585 584 559

(共済部 )

■

■



日頃より火災共済の推進をいただきありがとうこざいます。今回|よ火災共済の募集にあたっての注意事

項についてこ案内いたします。契約者の視点に立ち、パンフレット等を用いてわかりやすく丁寧な説明を

し、共済の内容を正しく理解していただしヽたうえでの新規・継続手続きのほどお願い申し上げます。

目的物件の

設定 |

目的物件 1よ建物、動産ことに1日から契約することができます。ただし、合計で20日まで。
適正な補償 (共済金)を得るため、建物および動産の時価評価額を確認し、適切な共済金額を設定す

るようこ説明くださしヽ。

民間の調査会社によると、火災保険の加入率は、建物7160/0、 塚財 (動産)5160/0と 差異が生じて
います。しかし、飲食店等の厨房から出大した場合、周囲にある冷蔵庫や電子レンジ等に被害が及ぶ

場合がほとんどです。動産への十分な補償についてもおすすめください。

共済金の

お支払と

契約回数

1日あたり50万円を限度に時価評価額に対する損害額の害J合に応じて共済金をお支払いします。
当共済では時価評価額を基礎とし、損害の生じた時点での原状回復を目的としております。したが

つて、時価評価額を超える共済金額を設定しても、時価評価額以上のお支払いはできません。
たとえば、時価評価額が500万円の建物の場合、建物を目的とする契約回数は10回 (500万円補償 )

が限度となりますので、残存回数 10回は他の目的物件 (家財、営業用什器備品、商品)への振分けをこ

検討ください。

重複保険
の取扱い

他保険との重複保険自体は問題なく、目的物件の時価評価額に共済金額が不足するような場合は他
保険等で補う必要があります。しかし、損害額以上の補償は受けられないので、2社以上保険に契約
したとしても、その分給付金が多くもらえることはありませんし、保険会社同士のやり取りも発生し、
共済金のお支払いに時間がかかる場合もあります。2社以上契約がある場合、補償内容が重複してい
ないか (目 的物件 (建物か動産か)が異なれば重複保険とならない)、 評価額以上の保険金額となつてい
ないかこ確認ください。

※火災共済の補償内容につきましてはパンフレットをこ確認ください。

食品衛生研究所では、令和6年 10月 より試験検査依頼書の様式変更を行いました。

従来の試験検査成績書をベースに、検査品についての情報を記載する欄とこ依頼者様の検査に対するこ

要望を記載する欄を追加いたしました。詳ししヽ変更箇所については下記をこ確認くださしヽ。

0原材料、添加量、理論値、規格lLt等

⇒検査品に対して適切な検査を行うために必要な1青報です。

例)原材料に食物繊維の一種である難消化性‐デキス トリンが含ま

れます

・試験方法、試験部位、こ要望等
⇒こ依頼者様がこ希望さねる検査を行うために必要な情報です。

例)液体の検体 :結果の報告は100mLあ たりでお願しヽします。

水分の検査‐i検査方法|よ力ニルフィッシーヤニ法でお願いしま―す。
検査品はカプセルですが:検査は内容物のみでお願しヽします。

詳しくは、食品衛生研究所ホームページをこ確認ください。

httpsi//ifha― lab ip/apply/lraisyo/

検査事業部事業推進課 TEL:042-789-021l E― mail:kensa@rha orJp



高額な請求になりやすしヽ ?リコール費用の支払い事例
「あんじんフード君」。「食品営業賠償共済」共済金支払い状況

羹23鷺ユ3/疑l:`留廃席謀需記霰笠亀聰鷺計算鷺隆茎翼

食品製造業の方へ、「あんしんフード君」リコール補償のご案内

0窃響駒だき|ますようお願いいたしま|す:

Cヾ 動
一鎌

事故区分 1事故発生日
共済加入

加入コ■ス 営業種類
年間掛金(|,

事故の状況| 彊一撤
円
一

額
一

金
一

演月
一
一

〓
↑
一支部 支所 1体業掛金伸)

1

食

中

毒

ノロウイルス

20231201 愛知県 豊橋

一

ん

君

パ

し

ド

一

ん

一

ス

あ

フ

土出し'弁当

11,000
2,700

傷 :11,700

提供した仕出し弁当によるノ

ロウイルス食中毒。損害賠償

金のほかに休業期間 20日間

のうち 15日 間分の休業補償

金および各種費用にて消毒費

用を支払つた。

113

賠

休

特

消

計

1,031,778

272,841
130,462
418,727

1,853,808

2 20240420 大阪 松原 レギュラー 士出し・弁当 6,500
提供したテイクアウ ト料理に

よるノロウイルス食中毒。
67

賠

特

計

1,274,932

127,793
1,402,725

3 アニサキス 20240316 神奈川県 大和 レギュラー 飲食店 2,700
提供した束J身 によるアニサキ

ス食中毒。
2

賠 :   29280
特 :    3,228
計 i   32,508

4

異

物

混

入

異物混入 20190315 長野県 飯田 ワイド 食品製造業 46,600

加入者が製造販売した商品に

固い異物が混入しており喫食

したお客さまが歯を欠損させ

た。

1

賠

特

計

533,970
53,697

587,667

5

施

設
賠

償

事

故

施設リスク

20240724 岐阜県 可茂
あんしん

フード君
飲食店 8,500

加入者店舗駐車場に置いてあ

つたイスが風で動き、駐車車

両にあたり破損させた。

施

特

計

787,875
78,788

866,663

6 20240321 静岡県 浜松市
あんしん

フード君
仕出し 弁当 11,000

強風で加入者施設のパラソル

が飛 i_l、 駐車車両にあたり破

損させた。

施

特

計

688,450
68,845

757,295

7

業務リスク

20240727 愛知県 みよし
あんしん

フード君

食品製造業

食料品販売業
7,000

キッチンカーで営業中にカセ

ットコンロの大が段ボールに

移り、公園の人工芝を一部焼

損させた。

施 1  495000
特 :   49500
計 :  544,500

8 20240726 佐賀県 佐賀中部
ん

君

し

ド

ん

一

あ

フ
飲食店 8500

野外イベン ト仮設営業中に油

がllllね てお客さまの手にあた

り火傷を負わせた。

1

施

特

計

173,940

17,394
191,334

9 漏水リスク 20240725 神戸市 中央
あんしん

フード君
飲食店 8,500

加入者施設の厨房から漏水し、

階下テナントを汚損させた。

施

特

計

299,200
29,920

329,120

受
託
物
賠
償
事
故

受話物リスク

20230810 岡山県 倉敷市
あんじん

フード君

食品製造業

食料品販売業
5,500

加入者店舗にある冷凍倉庫の

設定温度が誤つており、取引

先から預かつた商品が解凍さ

rlて しまい損害を与えた。

受

特

計

500,000
50,000

550,000

20240527 福岡県 南筑後
あんしん

フード君
給食施設

11000
1700

取引先施設の厨房を借りて調

理中に、誤つて調理器具を破

損させた。

受

特

計

104,500

10,450
114950

|

そ
の
他

リコ|■ル費用 ‐20210171111 広島県 呉市 3年路i膊
筆1躙皐畔
食品製造業|

471900

角を支去もた1■||■■|■ |

り
一計

6oo:835
6031a35

支払い日(2024101～ 1031抜 粋)

※太字の箇所は共済金が]00万円を超えるもの。
※こ加入された支部 支所と営業所在地が異IJる場合があります。
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`ラ

彎)||‐ ■‐|
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ヽ
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藤饉顆 み写繹[3恙Iζお省:邸iT
取扱幹事代理店 :株式会社フ■ドセ丁フテイ企画
TЁLi03-583017201('「 日‐9:00～ 1フ:01o)●

|| |
子調苧■1甲早,1‐ 9119■1季調午早110η 4年『月二」

③ 食協生

t

ジブラルタ生命のライフプラン・コンサルタントが、あなたとご家族の生涯に 1

わたるご希望、将来設計などをお聞きして、あなたに必要な保障額 (保障の |

カタチ)を算出し、それに合わせた保険をオーダーメイドします。      |

「漑+甕 の安心」

| ジブラルタ生命のライフプサン苺尋ンサルタントは、お客様それぞれの状況に応じて、保険によって備えておくべき

1 経済的なリスクを夢鬱十彎違の資金に分類し、万―の死亡や不測の入院などに際しても、ご家族が困ることの無いよう

1 最適なプランのご提案を行つています。詳しくは当社のライフプラン・コンサルタントにご相談ください。

ジブラルタ生命保険株式会社
ミ ナ  ジ ツ ロック

繕 く、Jζじ:子:二l::I‖[:報轟鵠 品 瑞 コJ嘘ンタ蜻罐由蜻暉妙了賤肱蜻中 鶯赫θibralttr~ 
ジブラ″ 齢

+

I受 付時間】平日900～ 1800 土曜 900～ ]700
(日 祝 年末年始を除く)

犠薫驚鸞鸞霊意霊量聖整螢警盤整虚壺J



ノロウイルス食中毒予防強化期間J鷲

策1塵頒趙舅渕飩鍾麟絋

不  渕飩:層著曇貪争1711寒基呂憲誦彗短曇
||||||■ |||‐

||■ |■■■||‐ |

11月～翌年2月はノロウイルス食中毒予防強化期間

【01'1嗜|■IⅢ

'4:|||●

●II‐ 1‐摯|'卜11ⅢIⅢ

'|||||→驚駅ヂ25550円》→電駅雷5,090円
※送料 :無料

●使い捨て手袋……・2双 (4枚 )

●使い捨てマスク…………・1枚

●ポリ袋 (回収袋)… ……… 2枚

●マニュアルカー ド………・1枚

●使い捨てガウン ・………………… 1枚

●使い捨てシューズカバー … 1足 (2枚 )

●ペーパータオル ・………………・20枚

■月刊「食と健康」
特集 ういのパリアフリー"～すべての人が快適に外食できるように～
◆現場で役立つ食品衛生知識 :その手洗いの目的、意識してみませんか
◆食協事業 :保健所と連携 協力「アニサキス入リボニルペンづくり」でアニサキス食中毒予防実演講習会

(東京都支部 墨田区支所)    .
◆指導員のひろば |いつの日にか。(北海道支部 北見地方支所)

食と健康
■月刊「食品衛生研究」

食品衛生研究:殷茉ン3招纏了昇2曇非鱚鼈邊Tの墓多足態調査
◆【受賞演題】これで容器包装等営業者の監視指導も大丈夫 1～実態調査と監視指導方法の検討～

定期購読 書籍のご注文、お問い合わせは 公益社団法人日本食品衛生協会 出版部普及課まで
TEL 03‐ 5830-8806 FAX 03‐ 5830-8810 メールアドレス fukyuuka@jfha or.jp

l願■1峯模嘉nt?F駐銅盟z司士肥 襲憶糞累:墓好纏糞鷲蟹£誅讐213墨ζ霞坤峯予
ね、物


